


問１―２ 

２．そのうえで、取引条件の明示義務は、業務委託に関
する合意が口頭で行われるケースがあることも踏まえ、 
・ 業務委託契約の内容を明確にさせて後々のトラブ
ルを未然に防止し、 

 ・ また、取引上のトラブルが生じたとしても業務委
託契約の内容についての証拠として活用できるよう
にするもの 

これにより、フリーランスの取引適正化は十分に図ら
れるものと考えている。 

 
３．また、事業者取引における契約自由の原則の観点か
ら、事業者取引に対する行政の介入は最小限にとどめ
るべきであることにも留意が必要。 

 
４．第３条の明示義務に加えて、業務委託契約時の取引
条件の明示を義務付けた場合、 

 ・ 業務委託契約直後の書面等の交付のみを義務付け
る下請代金法と取扱いが異なることとなり、発注事
業者において実務上の混乱が生じるとともに、 

 ・ 極めて近接した２つの時点での条件明示を義務付
けることになり、フリーランスへの「発注控え」に
つながるおそれもある。 

 
５．このような点を踏まえ、本法案においては、業務委
託契約に至るまでの間の条件明示は盛り込まないこと
としたものであり、まずは、業務委託契約直後の書面
等による取引条件の明示の遵守・定着を図ってまいり
たい。 

 



問１―３ 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

  



問１―４ 

更問１．第３条第１項、「業務委託をした場合」と
は、取引の流れにおいてどの瞬間を指しているの
か。 

【注】  

 
１．本法案において、「業務委託をした場合」とは、発
注事業者とフリーランスとの間に、提供すべき役務な
どの具体的な内容や仕様などの指定を伴う個別具体的
な業務委託に係る契約関係が存在する時点、すなわち、
業務の具体的な内容や、仕様などの指定を伴う業務委
託契約が締結された時点をいうものと考えている。 

  



問１―５ 

更問２．第３条第１項、「業務委託をした場合」と
は、前提として、特定受託事業者が当該業務を引き
受けることが確認されたことまでを含めているの
か。 

 
１．（先ほど申し上げたとおり、）「業務委託をした場合」
とは、発注事業者とフリーランスとの間で、業務委託
契約が成立していることが前提となることから、フリ
ーランスが当該業務を引き受けることを合意している
ことが前提となると考えている。 

  



問１―６ 

更問３．第３条の趣旨として、契約時においても、給
付の内容、報酬の額、支払い期日等を明示すべきと
いう趣旨が含まれているのか。 

 
１．第３条の取引条件の明示が行われるのは、発注事業
者とフリーランスとの間で、業務委託についての合意、
すなわち、業務委託契約が成立していることを前提と
している。 

 
２．そして、発注事業者とフリーランスとの間で、業務
委託についての合意が成立するためには、取引条件に
ついての交渉プロセスにおいて、一方から取引条件に
ついて何らかの形で提示があり、相手方がそれを確認
すると考えられる。 

 
３．そのため、第３条は、発注事業者に対して、業務委
託契約に至るまでの間に取引条件を書面等で明示する
ことを義務付けるものではないが、発注事業者が第３
条の義務を履行するためには、フリーランスに対し、
給付の内容、報酬の額、支払期日といった取引条件を
提示し、フリーランスとの合意に向けたやり取りを真
摯に行っていただく必要があるものと考えている。 

  



問１―７ 

（参考１）労働法制における条件明示 

 

〇 労働法制では、労働契約を締結するに当たって、 
① 募集の時点で、募集条件の明示すること（職業安定法第５条の４） 
② 募集に応じて労働者になろうとする者に対し、労働条件を明示する

こと（職業安定法第５条の３） 
③ 労働契約の締結に際して、労働条件を明示すること（労働基準法第

15 条） 
 の３つの段階を経て、労働者の保護を図っているものと承知してい

る。 
 
〇 他方、取引法制に属する本法案や下請代金法は、発注事業者とフリ

ーランスとの間の「業務委託契約」で定められた取引条件について、
書面の交付又は電磁的方法により、発注事業者が明らかにすることを
求めるものである。 

 
〇職業安定法 
（労働条件等の明示）  
第五条の三 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、

労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、そ
れぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、
募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、
その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件
を明示しなければならない。 

（求人等に関する情報の的確な表示）  
第五条の四 ・・・労働者の募集を行う者・・・は、・・・労働者の募

集に関する情報・・・を提供するときは、当該情報について虚偽の表
示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。 

２ 労働者の募集を行う者・・・は、この法律に基づく業務に関して広
告等により労働者の募集に関する情報・・・を提供するときは、正確
かつ最新の内容に保たなければならない。 

 
〇労働基準法 
（労働条件の明示）  
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労

働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合におい
て、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事
項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければなら
ない。  



問１―８ 

（参考２）業務委託前の取引条件の明示義務について 
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問２―１ 

（対後藤大臣） 
４月２７日 参・内閣委 井上 哲士 君 

問２（対大臣）．本法案について、契約時に取引条件
を明示する義務に関する規定が設けられずに成立し
た場合には、政府としては、契約書の締結又は契約
の際に取引条件を明示することは望ましいことでは
ない、又は推奨もしないという対応をするのか。 

【注１】

 
【注２】

 

 
１．本法案第３条の「業務委託をした場合」とは、発注
事業者とフリーランスとの間で、業務委託についての
合意、すなわち、業務委託契約が成立していることが
前提。 

 
２．そのうえで、取引条件の明示義務は、業務委託に関
する合意が口頭で行われるケースがあることも踏まえ、 
・ 業務委託契約の内容を明確にさせて後々のトラブ
ルを未然に防止し、 



問２―２ 

 ・ また、取引上のトラブルが生じたとしても業務委
託契約の内容についての証拠として活用できるよう
にすること 

により、フリーランスに係る取引の適正化を図るもの。 
 
３．本法案では「契約書を作成する義務」までは課して

いないが、一般論としては、当事者間の合意内容が十
分に共有・明確化されることは望ましいと考えており、
書面等での契約を交わすこともその一つの手段である
と考えている。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 



問３―１ 

（対後藤大臣） 
４月２７日 参・内閣委 井上 哲士 君 

問３（対大臣）．多種多様で個別に特徴のあるフリー
ランスの取引を公正なものにするため、それぞれの
業種に関わる当事者や団体も参画し、各業種を所管
する省庁と一体となって業種ごとの標準契約書を作
り、研修等を通じてその活用を推奨することが必要
だと考えるがどうか。 

【注】

 

 
１．フリーランスの取引については、令和３年に作成・
公表した「フリーランスとして安心して働ける環境を
整備するためのガイドライン」において、問題が生じ
やすい事項の未然防止を目的として、業種横断的な契
約書のひな型例を提示している。 

 
２．また、文化庁の「文化芸術分野の適正な契約関係構
築に向けたガイドライン」においては、それまで文化
芸術分野において契約の書面化が進んでこなかったこ
と等を背景として、スタッフ業務や実演家の出演に関
する契約書のひな型例が提示されているものと承知し
ている。 

 



問３―２ 

３．業界・業種ごとの標準契約書の作成・普及に関して
は、まずは、本法案が成立した場合に、その施行の状
況等を分析し、関係団体等の意見も聴きながら業種別
の課題等の把握に努めることとしたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 参事官 渡辺 正道 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  



問３―３ 

（参考１）「フリーランスとして安心して働ける環境を整備す

るためのガイドライン」に基づく契約書のひな形例 

 



問３―４ 

 



問３―５ 

 



問３―６ 

 



問３―７ 

 



問３―８ 

 



問３―９ 

 



問３―１０ 

（参考２）「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」

に基づく契約書のひな形例 

スタッフ業務（１頁目抜粋） 

 

 



問３―１１ 

実演家の出演（1頁目抜粋） 

 



問４―１ 

（対政府参考人） 
４月２７日 参・内閣委 井上 哲士 君 

問４（対政府参考人）．第５条第２項第１号につい
て、成果物に関する著作権の譲渡や放棄を一方的に
決めることもこれに当たるのか。 

【注】

 

 
１．特定受託事業者の業務によっては、業務委託の成果

物に関して著作権等の権利が生ずる場合があると考え
られる。 

 
２．著作権のような「成果物に係る権利」について、特

定受託事業者が権利を有するにもかかわらず、発注事
業者が対価を配分しなかったり、その配分割合を一方
的に定めたり、利用を制限することは、本法案第５条
第２項第１号で禁止する「不当な経済上の利益の提供
要請」に該当し、勧告等の対象になり得る。 

 
３．本法案を適切に執行し、「成果物に係る権利の一方

的な取扱い」などの不利益行為の是正に取り組んでま
いりたい。 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

  



問４―２ 

（参考１）フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガ

イドライン（令和３年３月２６日 内閣官房、公正取引委員会、中小

企業庁、厚生労働省）（抜粋） 

 

第３ フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項 

３ 独占禁止法（優越的地位の濫用）・下請法上問題となる行為類型 

（６）役務の成果物に係る権利の一方的な取扱い 

フリーランスが発注事業者に提供する役務の成果物によっては、フ

リーランスに当該役務の成果物に係る著作権等の一定の権利が発生す

る場合がある。この場合において、取引上の地位がフリーランスに優

越している発注事業者が、自己との取引の過程で発生したこと又は役

務の成果物に対して報酬を支払ったこと等を理由に、当該役務の成果

物に係る権利の取扱いを一方的に決定する場合に、当該フリーランス

に正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるときは、

優越的地位の濫用として問題となる（独占禁止法第２条第９項第５号

ロ・ハ） 。 

なお、下請法の規制の対象となる場合で、発注事業者がフリーラン

スに対して、自己のために役務の成果物に係る権利を提供させること

によって、フリーランスの利益を不当に害する場合には、下請法第４

条第２項第３号で禁止されている不当な経済上の利益の提供要請とし

て問題となる。 

 

（優越的地位の濫用として問題となり得る想定例） 

・ 役務の成果物の二次利用 について、フリーランスが著作権等を

有するにもかかわらず、対価を配分しなかったり、その配分割合

を一方的に定めたり、利用を制限すること。 

・ フリーランスが著作権等の権利の譲渡を伴う契約を拒んでいるに

もかかわらず、今後の取引を行わないことを示唆するなどして、当

該権利の譲渡を余儀なくさせること。 

・ 取引に伴い、フリーランスに著作権等の権利が発生・帰属する場

合に、これらの権利が自己との取引の過程で得られたことを理由

に、一方的に、作成の目的たる使用の範囲を超えて当該権利を自己

に譲渡させること。 

  



問４―３ 

（参考２）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２

年法律第５４号） 

 

第二条 ①～⑦ （略） 

⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれか

に該当する行為をいう。 

一～四 （略） 

五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正

常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をする

こと。 

イ 継続して取引する相手方（新たに継続して取引しようとする

相手方を含む。ロにおいて同じ。）に対して、当該取引に係る商

品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。 

ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務

その他の経済上の利益を提供させること。 

ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相

手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相

手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を

遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益

となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引

を実施すること。 

六 （略） 

  



問４―４ 

（参考３）下請代金支払遅延等防止法（昭和三十一年法律第百二十号） 

 

（親事業者の遵守事項） 

第四条 （略） 

２ 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号

（役務提供委託をした場合にあつては、第一号を除く。）に掲げる行

為をすることによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならな

い。 

一～二 （略） 

三 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させるこ

と。 

四 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付

の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に（役務提

供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした

後に）給付をやり直させること。 

  



問４―５ 

（参考４）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

（特定業務委託事業者の遵守事項） 

第五条 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託（政令

で定める期間以上の期間行うもの（当該業務委託に係る契約の更新に

より当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含

む。）に限る。以下この条において同じ。）をした場合は、次に掲げる

行為（第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあって

は、第一号及び第三号に掲げる行為を除く。）をしてはならない。 

一 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付の受領を拒むこと。 

二 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減

ずること。 

三 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付を受領した後、特定受託事業者にその給付に係る物を引き

取らせること。 

四 特定受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し

通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めるこ

と。 

五 特定受託事業者の給付の内容を均質にし、又はその改善を図るた

め必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定

する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。 

２ 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合

は、次に掲げる行為をすることによって、特定受託事業者の利益を不

当に害してはならない。 

一 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させるこ

と。 

二 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付の内容を変更させ、又は特定受託事業者の給付を受領した

後（第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあって

は、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた後）に給付をやり

直させること。 

 

 



問５―１ 

（対後藤大臣） 
４月２７日 参・内閣委 井上 哲士 君 

問５（対大臣）．特に出版関係の著作権や芸能従事者
の著作隣接権の二次利用に関して、正当な対価なく
譲渡させる、あるいは二次利用権を破棄させるなど
の契約が横行している実態を踏まえれば、成果物に
係る権利の一方的取り扱いを第５条の禁止行為に含
めるのが適当だと考えるがどうか。 

【注】

 

 
１．（先程政府参考人から申し上げたとおり、）発注事業

者による「成果物に係る権利の一方的な取扱い」につ
いては、「不当な経済上の利益の提供要請（第５条第
２項第１号）」に該当し、勧告等の対象になり得る。 

 
２．下請代金法においても、同様の扱いとされているも

のと承知している。 
 
３．まずは、本法案を適切に執行することにより、「成

果物に係る権利の一方的な取り扱い」等の不利益行為
の是正を図ることとしたい。 

  
 
 
 



問５―２ 

４．そのうえで、本法案附則の「検討規定」に基づき、
本法案の措置によってフリーランスに係る取引の適正
化が十分に図られているかどうか、第３条の書面で明
示すべき事項の拡充の要否、第５条の禁止行為の拡充
の要否も含め、施行後３年を目途に検討を行ってまい
りたい。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

  



問５―３ 

（参考１）フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガ

イドライン（令和３年３月２６日 内閣官房、公正取引委員会、中小

企業庁、厚生労働省）（抜粋） 

 

第３ フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項 

３ 独占禁止法（優越的地位の濫用）・下請法上問題となる行為類型 

（６）役務の成果物に係る権利の一方的な取扱い 

フリーランスが発注事業者に提供する役務の成果物によっては、フ

リーランスに当該役務の成果物に係る著作権等の一定の権利が発生す

る場合がある。この場合において、取引上の地位がフリーランスに優

越している発注事業者が、自己との取引の過程で発生したこと又は役

務の成果物に対して報酬を支払ったこと等を理由に、当該役務の成果

物に係る権利の取扱いを一方的に決定する場合に、当該フリーランス

に正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるときは、

優越的地位の濫用として問題となる（独占禁止法第２条第９項第５号

ロ・ハ） 。 

なお、下請法の規制の対象となる場合で、発注事業者がフリーラン

スに対して、自己のために役務の成果物に係る権利を提供させること

によって、フリーランスの利益を不当に害する場合には、下請法第４

条第２項第３号で禁止されている不当な経済上の利益の提供要請とし

て問題となる。 

 

（優越的地位の濫用として問題となり得る想定例） 

・ 役務の成果物の二次利用 について、フリーランスが著作権等を

有するにもかかわらず、対価を配分しなかったり、その配分割合

を一方的に定めたり、利用を制限すること。 

・ フリーランスが著作権等の権利の譲渡を伴う契約を拒んでいるに

もかかわらず、今後の取引を行わないことを示唆するなどして、当

該権利の譲渡を余儀なくさせること。 

・ 取引に伴い、フリーランスに著作権等の権利が発生・帰属する場

合に、これらの権利が自己との取引の過程で得られたことを理由

に、一方的に、作成の目的たる使用の範囲を超えて当該権利を自己

に譲渡させること。 

  



問５―４ 

（参考２）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２

年法律第５４号） 

 

第二条 ①～⑦ （略） 

⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれか

に該当する行為をいう。 

一～四 （略） 

五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正

常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をする

こと。 

イ 継続して取引する相手方（新たに継続して取引しようとする

相手方を含む。ロにおいて同じ。）に対して、当該取引に係る商

品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。 

ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務

その他の経済上の利益を提供させること。 

ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相

手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相

手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を

遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益

となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引

を実施すること。 

六 （略） 

  



問５―５ 

（参考３）下請代金支払遅延等防止法（昭和三十一年法律第百二十号） 

 

（親事業者の遵守事項） 

第四条 （略） 

２ 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号

（役務提供委託をした場合にあつては、第一号を除く。）に掲げる行

為をすることによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならな

い。 

一～二 （略） 

三 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させるこ

と。 

四 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付

の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に（役務提

供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした

後に）給付をやり直させること。 

  



問５―６ 

（参考４）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

（特定業務委託事業者の遵守事項） 

第五条 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託（政令

で定める期間以上の期間行うもの（当該業務委託に係る契約の更新に

より当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含

む。）に限る。以下この条において同じ。）をした場合は、次に掲げる

行為（第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあって

は、第一号及び第三号に掲げる行為を除く。）をしてはならない。 

一 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付の受領を拒むこと。 

二 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減

ずること。 

三 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付を受領した後、特定受託事業者にその給付に係る物を引き

取らせること。 

四 特定受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し

通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めるこ

と。 

五 特定受託事業者の給付の内容を均質にし、又はその改善を図るた

め必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定

する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。 

２ 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合

は、次に掲げる行為をすることによって、特定受託事業者の利益を不

当に害してはならない。 

一 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させるこ

と。 

二 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付の内容を変更させ、又は特定受託事業者の給付を受領した

後（第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあって

は、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた後）に給付をやり

直させること。 

 

 



問６―１ 

（対後藤大臣） 
４月２７日 参・内閣委 井上 哲士 君 

問６（対大臣）．フリーランス・トラブル１１０番で
相談に当たるメンバーについて、弁護士に加えて、
フリーランスを支援する労働組合や関係団体等の参
画も検討するべきではないか。 

【注】

  

 
１．フリーランス・トラブル110番は、フリーランスの
方が、取引上のトラブルについて、法的な観点からの
アドバイスを受けるため、弁護士にワンストップで相
談できる窓口として設置したものであり、これまでに
１万件を超える相談に対応してきた。 

 
２．フリーランス・トラブル110番での相談対応を行う
弁護士は、取引法や労働法に精通した弁護士であり、
さらに、 
・ フリーランスに関する取引上のトラブルについて、
類型ごとに問題となる法律の解釈等を示した相談マ
ニュアルに基づき対応を行うとともに、 

・ 相談対応を行う上で必要な知識や留意点について、
経験を有する他の弁護士による研修を受講するなど、 

 様々な業界のフリーランスの方から寄せられるトラブ
ルについて、丁寧に相談対応に当たっている。 

  



問６―２ 

３．また、フリーランス・トラブル 110 番の相談者向け

に行っているアンケートでは、相談者の約８割の方

が、相談対応について満足したと回答しており、相談

者に十分寄り添った対応となっている。 

 

４．法案の施行に向けて、まずはフリーランス・トラブ

ル 110 番の体制を強化するとともに、ご指摘も踏ま

え、相談対応を行う弁護士とフリーランス関連団体と

の間で、フリーランス取引の実態等について意見交換

を行うなど、より実効的な相談対応ができるよう検討

してまいりたい。 

 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯   












